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対インドネシア輸出牛肉の取扱いについて

標記については、インドネシア政府との協議の結果、別紙のとおり「対イン

ドネシア輸出牛肉の取扱要綱」を定めることとしたので、御了知の上、関係事

業者に対して周知及び指導いただくとともに、当該要綱に基づく運用について

遺漏のないよう御配慮願います。


